
児
童
扶
養
手
当
制
度

　

離
婚
な
ど
の
理
由
で
、
父
ま
た
は
母
と
生

計
を
別
に
し
て
い
る
児
童
を
養
育
す
る
家
庭

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

▼
支
給
額

　

受
給
資
格
者
と
扶
養
義
務
者（
同
居
し
て

い
る
親
な
ど
）の
所
得
に
応
じ
て
区
分
さ

れ
、
こ
の
区
分
は
毎
年
、
現
況
届
の
審
査

状
況
で
見
直
さ
れ
ま
す
。

事
実
婚
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は

　

事
実
婚
と
は
、
夫
婦
と
し
て
の
共
同
生
活

と
認
め
ら
れ
る
事
実
関
係（
定
期
的
訪
問
が

あ
っ
て
、
定
期
的
な
生
活
費
の
補
助
を
受
け

て
い
る
な
ど
。
同
居
の
有
無
を
問
わ
な
い
）

が
存
在
す
る
状
態
で
す
。

　

事
実
婚
の
場
合
は
、
児
童
扶
養
手
当
の
受

給
対
象
外
と
な
り
ま
す
。
手
当
を
受
け
て
い

て
事
実
婚
の
状
態
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
人

は
、
速
や
か
に
資
格
喪
失
の
届
け
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

　

医
療
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▼
対
象　
次
の
全
て
を
満
た
す
人

・
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険

者
ま
た
は
社
会
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
る

被
保
険
者
も
し
く
は
被
扶
養
者

・
市
内
に
住
所
を
有
す
る
ひ
と
り
親
家
庭
の

父
も
し
く
は
母
と
そ
の
者
に
扶
養
さ
れ
て

い
る
児
童
、
ま
た
は
父
母
の
な
い
児
童

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

▼
助
成
期
間

・
児
童　

18
歳
に
達
す
る
日
以
降
最
初
の

　

３
月
31
日
ま
で

・
父
、
母
な
ど　

扶
養
し
て
い
る
児
童
が
20

歳
に
な
る
誕
生
月
の
末
日
ま
で

▼
助
成
額

　

助
成
対
象
者
が
支
払
っ
た
保
険
診
療
に
お

け
る
一
部
負
担
金
の
３
分
の
２
に
相
当
す

る
額

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母
が
、
専
門
的
な
資

格
取
得
の
た
め
修
学
が
必
要
な
場
合
、
生
活

費
の
負
担
を
軽
減
す
る
給
付
金
で
す
。

▼
対
象　
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
人

・
児
童
扶
養
手
当
受
給
中
、
ま
た
は
同
様
の

所
得
水
準
で
あ
る
人

・
養
成
機
関
で
１
年
以
上
の
教
育
課
程
を
受

け
、
対
象
資
格
の
取
得
が
見
込
ま
れ
る
人

・
就
業
ま
た
は
育
児
と
修
学
の
両
立
が
困
難

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
人

※
令
和
３
年
４
月
か
ら
令
和
４
年
３
月
ま
で

に
修
業
を
開
始
す
る
場
合
に
は
、
６
カ
月

以
上
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
修
業
が
予
定
さ

れ
て
い
る
も
の
も
含
ま
れ
ま
す
。

▼
対
象
資
格

　

看
護
師
、
保
育
士
な
ど
33
資
格

※
令
和
３
年
度
に
限
り
、
情
報
関
係
の
資
格

や
講
座
の
一
部
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母
が
、
就
業
に
つ
な

が
る
よ
う
な
講
座
を
受
講
し
た
場
合
、
受
講

修
了
後
に
受
講
経
費
の
一
部
を
支
給
す
る
給

付
金
で
す
。

▼
対
象　
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
人

・
児
童
扶
養
手
当
受
給
中
、
ま
た
は
同
様
の

所
得
水
準
で
あ
る
人

・
当
該
教
育
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
適
職
に

就
く
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
人

▼
指
定
対
象
講
座

　

雇
用
保
険
制
度
の
一
般
教
育
訓
練
給
付

金
、
特
定
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
、
専
門

実
践
教
育
訓
練
給
付
金
の
指
定
教
育
訓
練

講
座

※
各
給
付
金
に
つ
い
て
詳
し
く
は
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。

現
況
届
を
忘
れ
ず
に

　
児
童
扶
養
手
当
・
ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
助
成
を
受
け
て
い
る
人
は
、
受

給
資
格
確
認
の
た
め
、
現
況
届
の
提
出

が
必
要
で
す
。
対
象
者
に
は
７
月
下
旬

に
関
係
書
類
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

現
況
届
の
提
出
が
な
い
と
、
11
月
以

降
の
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
２
年
以
上
届
け
出

が
な
い
と
受
給
権
が
な
く
な
り
ま
す
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
期
限　
８
月
31
日
㈫

現
況
届（
所
得
状
況
届
）を
忘
れ
ず
に

・
特
別
障
害
者
手
当

・
障
害
児
福
祉
手
当

・
特
別
児
童
扶
養
手
当

・
経
過
的
福
祉
手
当

　

こ
れ
ら
の
手
当
の
受
給
者
は
、
受
給

資
格
要
件
確
認
の
た
め
、
毎
年
８
月
１

日
現
在
の
状
況
を
記
載
し
た
現
況
届
の

提
出
が
必
要
で
す
。

　

必
要
書
類
な
ど
は
受
給
者
に
直
接
通

知
し
ま
す
。
提
出
が
な
け
れ
ば
８
月
以

降
の
手
当
を
受
給
で
き
な
く
な
り
ま
す

の
で
、
忘
れ
ず
に
届
け
出
を
行
な
っ
て

く
だ
さ
い
。

▼
提
出
期
間　
８
月
12
日
㈭
〜
８
月
31
日
㈫

※
期
間
中
の
提
出
が
困
難
な
人
は
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　

在
宅
で
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
人
に
手
当

を
支
給
し
ま
す
。

　

各
種
手
当
に
は
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

特
別
障
害
者
手
当

▼
月
額　
２
７
、
３
５
０
円

▼
対
象　
身
体
や
精
神（
知
的
）に
著
し
く
重

度
の
障
が
い
が
あ
り
、
日
常
生
活
で
常
に

特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
20
歳
以
上
の

人
▼
障
が
い
の
程
度

　

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
程
度
と
療
育

手
帳
Ａ
１
・
Ａ
２
程
度
の
重
度
の
障
が
い

が
２
つ
以
上
ま
た
は
そ
れ
と
同
程
度
の
障

が
い

※
施
設
入
所
者
、
病
院
や
診
療
所
に
継
続
し

て
３
カ
月
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
人
は

対
象
外

障
害
児
福
祉
手
当

▼
月
額　
１
４
、
８
８
０
円

▼
対
象　
身
体
や
精
神（
知
的
）に
重
度
の
障

が
い
が
あ
り
、
日
常
生
活
で
常
に
介
護
を

必
要
と
す
る
20
歳
未
満
の
人

▼
障
が
い
の
程
度

　

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
程
度
、
ま
た

は
療
育
手
帳
Ａ
１
・
Ａ
２
程
度
の
障
が
い

※
施
設
入
所
者
な
ど
は
対
象
外

各
種
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　
福
祉
課　
障
が
い
福
祉
班　
☎（
２
４
８
）１
１
４
４

重
度
の
障
が
い
が
あ
る
人
へ

特
別
児
童
扶
養
手
当

▼
月
額　
１
級(

月
額
５
２
、
５
０
０
円)

　
　
　
　

２
級(

月
額
３
４
、
９
７
０
円)

▼
対
象　
心
身
に
一
定
以
上(

重
度
〜
中
程

度)

の
障
が
い
が
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童

を
家
庭
に
お
い
て
養
育
し
て
い
る
父
母
な

ど
※
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
て

い
る
場
合
は
対
象
外

池
いけがしら

頭　 俊
たかし

 
教育長職務代理者

村
むらかみ

上　貴
たかひろ

寛
委　員

坂
さ か た

田　由
ゆ み こ

美子
委　員（新任）

津
つ が わ

川　裕
ひ ろ え

恵
委　員

教育に関する事務の執行機関

市教育委員会教育委員を紹介します
御代志木原野線改築工事

全面通行止めを行ないます

●問い合わせ先　
　学校教育課　総務施設班　☎２４８−２３６６

●問い合わせ先　
　建設課　工務班　☎２４８−２３４５

　６月28日付けで教育委員会が新しい体制になりまし
たので、全委員を紹介します。

支給対象児童1人の場合  
　全部支給…月額43,160円  
　一部支給…月額43,150円〜10,180円

支給対象児童2人目  
　月額10,190円〜5,100円加算

支給対象児童3人目以降  
　1人につき月額6,110円〜3,060円加算

※所得制限があるため、所得が限度額以上ある
場合は支給停止となります。

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
で

児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
へ

●
問
い
合
わ
せ
先　
子
育
て
支
援
課　
子
ど
も
家
庭
班　
☎（
２
４
８
）１
１
６
２

支
援
制
度
が
あ
り
ま
す

　御代志木原野線の工事のため、通行止めを行ない
ます。皆さんのご協力をお願いします。
▶と　き　８月上旬〜令和４年２月18日(金)
　　　　　午前９時〜午後５時
▶ところ　御代志・野々島 地内
▶規制内容　全面通行止め

中央運動公園

御代志市民センター

西合志郵便局

九州沖縄農業
研究センター

市道 御代志木原野線

御代志
駅凡　例

工事箇所
迂回路
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